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大
規
模
災
害
の
発
生
時
に
、
多

量
に
発
生
す
る
災
害
廃
棄
物
を
迅

速
か
つ
適
正
に
処
理
し
、
市
民
の

生
活
環
境
の
保
全
お
よ
び
公
衆
衛

生
上
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、

新
た
に
同
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
。

■
閲
覧
場
所
ご
み
対
策
課
（
市
役

所
第
二
庁
舎
４
階
）
、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）
、
図
書
館

本
館
、
中
間
処
理
場
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

※
ご
み
対
策
課
で
は
概
要
版
の
配

布
も
行
い
ま
す

 

ご
み
対
策
課
清
掃
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
５
）

３８７
 　

２
月　

日
～
３
月　

日
に
、
同

１８

１８

計
画
（
案
）
に
対
し
て
、
意
見
を

募
集
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見

の
検
討
結
果
お
よ
び
そ
の
理
由
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■
意
見
数
・
人
数　

件
・
５
人

１５

■
公
開
場
所
道
路
管
理
課
（
市
役

所
第
二
庁
舎
５
階
）
、
市
役
所
第

災
害
廃
棄
物
処
理
計
画

を
策
定

問無
電
柱
化
推
進
計
画
（
案
）

に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
検
討
結
果

二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報
公
開
コ

ー
ナ
ー
（
同
６
階
）
、
主
な
市
内

公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

道
路
管
理
課
工
事
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
５
５
）

３８７
 　

次
の
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事

業
計
画
変
更
認
可
図
書
に
つ
い

て
、
縦
覧
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
対
象
都
市
計
画
３
・
４
・
８
号

新
小
金
井
久
留
米
線
（
Ⅰ
期
）
＝

事
業
完
了
年
度
を
平
成　

年
度
末

３０

か
ら
平
成　

年
度
末
ま
で
に
変
更

３５

■
縦
覧
期
間
事
業
完
了
年
度
ま
で

■
縦
覧
場
所 

都
市
計
画
課
都
市

計
画
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階

☎　

儿　

儿
９
８
５
９
）

０４２

３８７

 　

市
で
は
、
面
積
が　

平
方
㍍
以

３００

上
の
農
地
等
で　

年
以
上
営
農
す

３０

る
こ
と
を
要
件
に
、
生
産
緑
地
地

区
の
指
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

農
地
法
に
よ
る
転
用
届
出
が
さ

れ
た
農
地
で
あ
っ
て
も
指
定
可
能

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
お
お
む

ね　

平
方
㍍
以
上
の
農
地
で
も
指

１００
定
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

指
定
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ご

連
絡
の
う
え
、
環
境
政
策
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
お
越
し

問都
市
計
画
事
業
の
図
書
の
縦
覧

問

生
産
緑
地
指
定
申
請
の

事
前
相
談
受
け
付
け

く
だ
さ
い
。

■
相
談
期
間
５
月
７
日
（
火
）
～

　

日
（
火
）

２１
 

環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

  

５
月　

日
（
月
）～　

日
（
水
）

１３

１５

い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

 

納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）※
東
側
職
員
通
用
口
（
左
図
）

か
ら
入
り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

  

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

 

納
税
課
納
税
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
３
）

 　

平
成　

年
度
（
平
成　

年
分
）

３１

３０

の
給
与
所
得
等
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
の
決
定

通
知
書
を
、
特
別
徴
収
義
務
者
で

あ
る
給
与
支
払
者
の
方
へ
５
月　
１６

日
に
発
送
し
ま
す
。

　

内
容
を
確
認
の
う
え
、
従
業
員

の
方
の
毎
月
（
６
月
か
ら
翌
年
５

月
ま
で
）
の
給
与
か
ら
市
民
税
・

都
民
税
を
差
し
引
き
、
納
期
限
ま

で
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
課
税
年
度
に
つ
い
て
は

問夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

時所夜間入口詳細図内問平
成　

年
度

３１

給
与
所
得
等
に
係
る
市
民
税

・
都
民
税　

特
別
徴
収
税
額

の
決
定
通
知
書
を
発
送

平
成
表
記
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

市
民
税
課
市
民
税
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
９
）

３８７
 　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
が
い
の

あ
る
方
ま
た
は
こ
れ
ら
の
方
と
生

計
を
同
じ
く
す
る
方
が
軽
自
動
車

等
を
所
有
し
、
そ
の
車
が
障
が
い

の
あ
る
方
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い

る
と
き
は
、
軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
書
類
等
を
ご
確
認
の
う

え
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
申
請
に
は
納
税
義
務
者

の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
昨
年
減
免
を

受
け
ら
れ
た
方
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
す
る
案
内
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
生
活
扶
助
を
受
け
て
い

る
方
が
所
有
ま
た
は
使
用
し
、
関

係
官
庁
の
証
明
を
受
け
た
と
き
、

ま
た
は
災
害
に
よ
り
多
大
な
損
害

を
被
っ
た
場
合
等
に
は
軽
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
課
税
年
度
に
つ
い
て
は

平
成
表
記
と
な
っ
て
い
ま
す
。
納

税
通
知
書
は
５
月　

日
に
発
送
し

１０

ま
す
。

■
申
請
期
限
５
月　

日
（
金
）

３１

■
申
請
書
類
等
納
税
通
知
書
、
身

体
障
害
者
手
帳
等
、
運
転
免
許

証
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

 

市
民
税
課
諸
税
係
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
２
０
）

 　

家
を
新
築
、
建
て
替
え
を
し
た

場
合
は
、
建
物
に
住
居
番
号
（
○

問軽
自
動
車
税
の
減
免

該
当
す
る
方
は
申
請
を

問新
築
・
建
て
替
え
等
を
し
た

と
き
は
住
所
付
定
の
手
続
き
を

番
○
号
）
を
付
定
し
ま
す
の
で
、

必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
住
所

付
定
に
は
１
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
は
、
名
称
の
届
け
出
も
必
要
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
名
称
や
部
屋

番
号
を
変
更
し
た
場
合
も
同
様
で

す
。

　

な
お
、
増
改
築
を
し
た
方
も
、

出
入
口
な
ど
の
変
更
に
よ
っ
て
住

居
番
号
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

住
居
表
示
板
（
住
所
を
示
す
青

色
の
プ
レ
ー
ト
）
が
破
損
し
て
お

困
り
の
場
合
、
無
料
で
作
成
し
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

市
民
課
市
民
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
１
階
☎　

儿　
儿
９
８
３
０
）

０４２

３８７

 　

市
内
の
一
部
地
域
の
下
水
道
管

の
調
査
と
雨
水
ま
す
の
清
掃
を
実

施
し
ま
す
。

　

作
業
員
は
、
市
が
発
行
す
る
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を
着

用
し
て
い
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
作
業
期
間
５
月
～　

月
１０

 

下
水
道
課
工
務
維
持
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
５
６
）

３８７

 　

市
で
は
、
消
費
税
増
税
に
合
わ

せ
て
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券

を　

月
１
日
か
ら
発
行
し
ま
す
。

１０
同
商
品
券
は
、　

月
１
日
～
令
和

１０

２
年
２
月　

日
を
使
用
有
効
期
間

２９

と
し
て
、
額
面　

円
、　

枚
つ
づ

５００

１０

り
を
４
千
円
で
、
販
売
し
ま
す
。

※
購
入
に
は
要
件
が
あ
り
、
対
象

者
に
は
後
日
案
内
を
送
付
し
ま
す

　

こ
の
た
び
、
同
商
品
券
で
買
い

物
が
で
き
る
取
扱
店
を
募
集
し
ま

問下
水
道
施
設
の
調
査
お
よ
び

清
掃
を
実
施

問プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

取
扱
店
募
集

す
。

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
申
請
書
配
布
場
所
経
済
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

 

５
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

３１

に
、
申
請
書
を
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

経
済
課
産
業
振
興
係
「
プ
レ
ミ
ア

ム
付
商
品
券
担
当
」
（
〒　

儿
８

１８４

５
０
４
住
所
不
要
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

８
３
１ 
　

儿　

儿
２
６
０
９
）

０４２

３８６

へ 申

FAX

 　

市
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た

め
、市
職
員
の「
ノ
ー
上
着
・
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
運
動
」を
実
施
し
ま
す
。

■
実
施
期
間
５
月
１
日
（
祝
）
～

　

月　

日
（
木
）

１０

３１

■
実
施
場
所
市
庁
舎
お
よ
び
市
の

施
設

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
０
８
）

３８７ ノ
ー
上
着
・
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ

運
動
を
実
施

問

 
■
年
齢
等
要
件
▽
非
常
勤
は　

歳
６５

定
年
制
の
た
め
、
昭
和　

年
４
月

２９

２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
▽
国
籍

は
問
い
ま
せ
ん

■
採
用
予
定
日
６
月
１
日

令
和
元
年
度

非
常
勤
嘱
託
職
員
・

任
期
付
職
員
募
集

 

▽
資
格
要
件
等
詳
細
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
▽

要
項
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

■
要
項
配
布 

５
月　

日
（
金
）

１０

ま
で
に
、
職
員
課
へ
。
郵
送
の
場

合
は
９
日
必
着

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
〒　

儿
１８４

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
本

庁
舎
１
階
☎　

儿　

儿
９
８
０

０４２

３８７

８
）

他

申

問

募集人数報　酬業務名区分

１人月額２０２,５１５円保育士（育児休業代替）

任
期
付

１人月額２０２,５１５円児童厚生員（育児休業代替）

１人
月額１８０,６６５円
（経験・職歴によ
り別途加算あり）

保育士

１人月額２０２,７００円〜
　　２２７,８００円生活保護受給者面接相談員Ａ

非
常
勤

１人月額２０２,７００円介護認定調査業務

１人月額１８５,９００円保育士業務

１０人程度時給１,２００円保育士補助業務

１人月額１４１,６００円〜
２３５,９００円保育園看護業務

１人月額１８５,９００円障がい児保育業務Ｂ

M

O

N

P

QQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQ
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R
R
R
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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　市民の皆さんとの対話集会を行い
ます。市政に対する率直なご意見・
ご提案を、市長とのフリートークを
通じてお聞かせください。（乳幼児
の同室もできます）
  ５月１２日（日）午後２時〜４時
＝前原暫定集会施設、２３日（木）午
後７時〜９時＝前原町西之台会館
 各日４０人（当日先着順）
 渇保育あり（１歳以上。６人。申
込順）渇手話通訳あり
 広報秘書課広聴係（☎０４２−３８７−
９８１８）

時所

定
他

問

市民と市長市民と市長のの
座談座談会会


